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第６１号議案 越谷市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

越谷市教育委員会委員荒木明子氏の任期満了（令和５年（2023年）９月３０日）に伴い後任

委員を任命することについて、議会の同意を求めるもの 

《後任委員》 

氏  名：足 立 夢 実（あだち・ゆみ） 

生年月日：平成元年（1989年）２月７日 

略  歴：国士舘大学体育学部体育学科講師 

シンクロナイズドスイミング（現アーティスティックスイミング）元日本代表 

 

第６２号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員市川美砂子氏の任期満了（令和５年（2023年）１２月３１日）に伴い後任委員

候補者を推薦することについて、議会の意見を求めるもの 

 《後任委員候補者》 

氏  名：市 川 美砂子（いちかわ・みさこ） 

生年月日：昭和２６年（1951年）１０月２０日 

略  歴：民生委員・児童委員 

     人権擁護委員 

 

第６３号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員駒場伸子氏の任期満了（令和５年（2023年）１２月３１日）に伴い後任委員候

補者を推薦することについて、議会の意見を求めるもの 

 《後任委員候補者》 

氏  名：駒 場 伸 子（こまば・のぶこ） 

生年月日：昭和２７年（1952年）１月２日 

略  歴：元越谷市立大袋北小学校長 

     人権擁護委員 

 

第６４号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員吉村総一氏の任期満了（令和５年（2023年）１２月３１日）に伴い後任委員候

補者を推薦することについて、議会の意見を求めるもの 

 《後任委員候補者》 

氏  名：吉 村 総 一（よしむら・そういち） 

生年月日：昭和４５年（1970年）６月５日 

略  歴：弁護士 

     人権擁護委員 

令和５年９月定例会議案概要 
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第６５号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員高橋護氏の任期満了（令和５年（2023年）１２月３１日）に伴い後任委員候補

者を推薦することについて、議会の意見を求めるもの 

 《後任委員候補者》 

氏  名：高 橋   護（たかはし・まもる） 

生年月日：昭和４８年（1973年）６月１４日 

略  歴：司法書士 

     人権擁護委員 

 

第６６号議案 今後の越谷サンシティのあり方に関する方針の議決に関する条例制定に

ついて                 【総合政策部南越谷にぎわい推進室】 

今後の越谷サンシティのあり方に関する方針について、議会の議決すべき事件とするもの。

公布の日から施行 

 

第６７号議案 越谷市手数料条例及び越谷市旅館業法施行条例の一部を改正する条例制

定について                 【保健医療部保健所生活衛生課】 

旅館業法の一部が改正されることに伴い、関係条例について所要の改正を行うもの。生活衛

生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する

法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行 

 ⑴ 手数料条例関係 

事業譲渡による旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料を定めるとともに、条

例中で引用する旅館業法の条項の移動に伴う条文整備を行うもの 

項 目 地位承継の事由 改正前 改正後 

旅館業の許可を受けた 

地位の承継の承認申請 

手数料 ７,４００円 

事 業 譲 渡 － 法第３条の２第１項 

法人合併・分割 法第３条の２第１項 法第３条の３第１項 

相 続 法第３条の３第１項 法第３条の４第１項 

⑵ 旅館業法施行条例関係 

条例中で引用する旅館業法の条項の移動に伴う条文整備を行うもの 

 

第６８号議案 市道路線の廃止について             【建設部道路総務課】 

終点変更１路線、起点及び終点変更１路線、合計２路線、延長４３.００ｍを廃止するもの 

 

第６９号議案 市道路線の認定について             【建設部道路総務課】 

宅地造成に伴い帰属したもの１４路線、終点変更１路線、起点及び終点変更１路線、合計１

６路線、延長７０１.３０ｍを認定するもの 
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第７０号議案 越谷市立体育館条例の一部を改正する条例制定について 

【教育総務部スポーツ振興課】 

越谷市立地域スポーツセンターの設置に伴い、所要の改正を行うもの 

⑴ 名 称：越谷市立地域スポーツセンター《令和６年４月１日から施行》 

   位 置：越谷市大沢二丁目１０番２１号 

 ⑵ 使用料：体育室の使用料については、既存の市立体育館（北体育館、南体育館、西体育館）

と同額とするとともに、新たに卓球場の区分を設けるもの 

《令和６年２月１日から施行し、同年４月１日以後の使用に係る使用料について適用》 

区 分 
午前 9 時～ 

午前 11 時 

午前 11 時～

午後 1 時 

午後 1 時～

午後 3 時 

午後 3 時～

午後 5 時 

午後 5 時～

午後 7 時 

午後 7 時～

午後 9 時 

卓球場 1 面使用 400 円 400 円 400 円 400 円 400 円 400 円 

 

第７１号議案 しらこばと運動公園競技場改修工事請負契約の締結について 

【教育総務部スポーツ振興課】 

⑴ 契約の目的：しらこばと運動公園競技場改修工事 

⑵ 契約の方法：総合評価一般競争入札による契約 

⑶ 契 約 金 額：２億３,８７０万円 

⑷ 履 行 期 限：令和６年（2024年）３月２２日 

⑸ 契約の相手方：オザワロード株式会社 

⑹ 工事の内容：グラウンド・コート用舗装工、競技施設工、スポーツポイント工 等 

 

第７２号議案 財産の取得について（しらこばと運動公園競技場計時機器） 

【教育総務部スポーツ振興課】 

⑴ 取得財産：しらこばと運動公園競技場計時機器 

 ① 電子音スタート発信装置：一式 

 ② 写 真 判 定 装 置：一式 

 ③ 超 音 波 風 速 計：３台 

 ④ フィールド競技用制限時間告知器：３台 

⑵ 取得価格：２,６１８万円 

⑶ 契約の相手方：有限会社 ＥＶＥＲ・ＳＰＯＲＴＳ 

 

第７３号議案 財産の取得について（空気清浄機）        【学校教育部学務課】 

⑴ 取得財産：空気清浄機 １,１４１台 

⑵ 取得価格：４,１１６万７,２８０円 

⑶ 契約の相手方：野口電気工事株式会社 
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第７４号議案 越谷市立小中一貫校整備ＰＦＩ事業に係る特定事業契約の締結について   

【学校教育部学務課】 

 ⑴ 契約の目的：越谷市立小中一貫校整備ＰＦＩ事業 

 ⑵ 契約の方法：総合評価一般競争入札による契約 

 ⑶ 契 約 金 額：１４８億２,９６３万６２６円に金利変動、物価変動及び税制度の変更による

増減額を加算した額 

 ⑷ 契 約 期 間：契約締結日から令和２３年（2041年）３月３１日まで 

 ⑸ 契約の相手方：ＰＦＩこしがや教育推進整備株式会社 

 ⑹ 事業の概要 

 建設・改修等 解  体 

(仮称)蒲生学園 

校舎等建設 

蒲生小学校校舎等解体 既存屋内運動場改修 

維持管理業務 

(仮称)川柳学園 小学校高学年棟等建設 南中学校柔剣道場等解体 

 

第７５号議案から第８１号議案まで 

  令和５年度越谷市一般会計補正予算（第４号）について ほか補正予算６件 

 

第８２号議案から第９２号議案まで 

  令和４年度越谷市一般会計歳入歳出決算認定について ほか決算認定１０件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】総務部法務課 

電 話 ０４８－９６３－９１３０ 


